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告 示

茨城県告示第531号

茨城県自然環境保全条例 (昭和48年茨城県条例第４号) 第10条第１項の規定に基づき, 次の地域を緑地環境保全地

域に指定する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 緑地環境保全地域の名称及び位置� 名称 大曽根緑地環境保全地域� 位置 つくば市大曽根字鹿島 (別掲図１のとおり)

２ 緑地環境保全地域に含まれる土地の区域及び面積� 区域 つくば市大曽根字鹿島の一部 (別掲図２のとおり)� 面積 2.25ヘクタール

茨 城 県 報 第 1557 号 平成16年４月５日 (月曜日)2



図１
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茨城県告示第532号

茨城県自然環境保全条例 (昭和48年茨城県条例第４号｡ 以下 ｢条例｣ という｡) 第11条第１項の規定に基づき, 大

曽根緑地環境保全地域に関する緑地環境保全計画を決定したので, 同条第３項において準用する第４条第３項の規定

により, 次のとおりその概要を公示する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 保全すべき自然環境の特質

本地域は, 鹿島神社を中心としたヒノキ, スダダイ等の常緑樹林並びに神社周辺のクヌギ, エノキ等の落葉広葉

樹林及びスギの植林から構成されている樹林地であり, この林床にはビナンカズラ, ヤツデ, シュンラン等が生育

している｡

また, オオムラサキ等の多くの昆虫類のほか, は虫類又は鳥類が生息する等良好な自然環境を形成している｡

２ 自然環境の保全のための規制に関する事項

自然環境の保全のための規制は, 条例の規定により行う｡

３ 自然環境の保全のための施設に関する事項

自然環境の保全のための施設は, 次のとおりとする｡

茨城県告示第533号

保健師助産師看護師法 (昭和23年法律第203号) 第22条第２号に規定する知事の指定した准看護師養成所は, 次の

とおりである｡

なお, 昭和60年11月21日茨城県告示第1575号で告示した准看護師養成所の指定は, 廃止する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第534号

生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第54条の２の規定による介護機関について, 次のとおり指定した｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌
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施設の名称 位 置 構 造 工 種 摘 要

標 識 つくば市大曽根字鹿島 木 造 新 設 標 板

木 造 新 設 標 柱

巡 視 歩 道 つくば市大曽根字鹿島 － － 必要に応じ設置

名 称 位 置 指定年月日

古河市医師会附属准看護学院 古河市原町８番20号 昭30. ５. ６

土浦市医師会附属准看護学院 土浦市東真鍋町２番39号 昭34. ７. ３

日立メディカルセンター看護学院 日立市東多賀町５丁目１番１号 昭45. ３. ３

真壁郡市医師会准看護学院 下館市大字二木成字稲荷塚827番地の１ 昭45. 12. 23

鹿島市郡医師会附属准看護学院 鹿嶋市宮中1998番地２ 昭59. ３. 31

水戸市医師会看護専門学院 水戸市河和田町107番２ 平３. ４. １



茨城県告示第535号

生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第54条の２第４項の規定に基づき, 次のとおり届出があったので, 同法第55

条の２の規定により告示する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌
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コ ー ド
所 在 地 サービスの種類 開 設 者

指 定
名 称 年月日

0870300928
荒川沖デイサービスセン
ター

土浦市中荒川沖町７番21
号 通所介護 有限会社 カル

ミックス
平成16年
２月25日

0870300936
ヤックスヘルパーステー
ション土浦

土浦市真鍋３－3386
ヤックスドラッグ土浦真
鍋店内

訪問介護
株式会社 ヤッ
クスケアサービ
ス

平成16年
３月１日

0870300944
ヤックス土浦訪問介護支
援センター

土浦市真鍋３－3386
ヤックスドラッグ土浦真
鍋店内

居宅介護支援事業
株式会社 ヤッ
クスケアサービ
ス

平成16年
３月１日

0871200226
ひばり 訪問介護ステー
ション

常陸太田市真弓町1953－
２ 訪問介護

有限会社 訪問
介護サービス
ひばり

平成16年
３月12日

0872200365
愛らんど鹿島 鹿嶋市光３番地 福祉用具貸与

東関東エア・ウ
ォーター株式会
社

平成16年
２月26日

0873600597
楽天堂ホームケア 波崎

鹿島郡波崎町土合中央１
－３－３ 訪問介護 有限会社 楽天

堂
平成16年
２月25日

0873900591
居宅介護支援事業所 い
っしん

新治郡千代田町下稲吉
2279－１ 居宅介護支援事業 株式会社 いっ

しん
平成16年
３月25日

0873900609
グループホーム いっし
ん館 にいはり

新治郡新治村藤沢愛宕後
403 痴呆対応型共同生活介護 株式会社 いっ

しん
平成16年
３月25日

0873900617
デイサービス いっしん

新治郡新治村藤沢愛宕後
403 通所介護 株式会社 いっ

しん
平成16年
３月25日

0874300676
グループホーム 県西さ
わやか

猿島郡境町1762－１ 痴呆対応型共同生活介護
特定非営利活動
法人 福祉サポ
ートセンター県
西さわやか

平成16年
３月12日

0874400302
特定非営利活動法人ふじ
しろ福祉の会 ケアサー
ビス 小春日

北相馬郡藤代町双葉３－
33－10

訪問介護
居宅介護支援事業

特定非営利活動
法人 ふじしろ
福祉の会

平成16年
３月１日

申請(開設)者
の 名 称

指定時の事
業所の名称

指定時の事業
所の所在地

サービス
の種類 変更事項 コード 変更等

年月日 区分

ウェルケアシス
テム有限会社
(当初指定時)

ウェルケアシステ
ム有限会社

古河市中田1236
番地１

福祉用具
貸与

(事業所の名称)
ウェルケアシス
テム株式会社
(開設者の名称)
ウェルケアシス
テム株式会社

0870400223 平成16年２月29日 変更

日立市多賀農業
協同組合

日立市多賀農業協
同組合

日立市多賀町１
丁目12番10号 訪問介護

(事業所の名称)
日立市多賀農業
協同組合 介護
センターすずら
ん

0870200045 平成16年２月１日 変更



茨城県告示第536号

結核予防法 (昭和26年法律第96号) 第36条第１項の規定により, 次の医療機関を指定し, 同条第４項の規定により,

次の医療機関は指定を辞退したので公示する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

(指 定)

(辞 退)

茨城県告示第537号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について, 同条第
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申請(開設)者
の 名 称

指定時の事
業所の名称

指定時の事業
所の所在地

サービス
の種類 変更事項 コード 変更等

年月日 区分

社会福祉法人
鹿嶋市社会福祉
事業団 (当初指
定時)

指定居宅介護支援
事業所 鹿嶋市社
会福祉事業団ウェ
ルポート鹿嶋の郷

鹿嶋市宮中4603
番地１

居宅介護
支援事業

(開設者の名称)
社会福祉法人
鹿嶋市社会福祉
協議会

0872200043 平成16年４月１日 変更

社会福祉法人
鹿嶋市社会福祉
事業団 (当初指
定時)

訪問介護 鹿嶋市
ホームヘルプサー
ビス

鹿嶋市宮中4603
番地１ 訪問介護

(開設者の名称)
社会福祉法人
鹿嶋市社会福祉
協議会

0872200076 平成16年４月１日 変更

社会福祉法人
鹿嶋市社会福祉
事業団 (当初指
定時)

特別養護老人ホー
ム ウェルポート
鹿嶋の郷

鹿嶋市宮中4603
番地１

介護老人
福祉施設

(開設者の名称)
社会福祉法人
鹿嶋市社会福祉
協議会

0872200118 平成16年４月１日 変更

社会福祉法人
鹿嶋市社会福祉
事業団 (当初指
定時)

短期入所生活介護
鹿嶋市ウェルポー
ト鹿嶋の郷

鹿嶋市宮中4603
番地１

短期入所
生活介護

(開設者の名称)
社会福祉法人
鹿嶋市社会福祉
協議会

0872200142 平成16年４月１日 変更

社会福祉法人
鹿嶋市社会福祉
事業団 (当初指
定時)

通所介護 鹿嶋市
デイサービスセン
ター ウェルポー
ト鹿嶋の郷

鹿嶋市宮中4603
番地１ 通所介護

(開設者の名称)
社会福祉法人
鹿嶋市社会福祉
協議会

0872200159 平成16年４月１日 変更

下館市 下館市居宅介護サ
ービスセンター

下館市下中山
732－１

訪問介護,
訪問入浴
介護

(事業所の所在
地) 下館市玉戸
1700

0870600210 平成16年４月１日 変更

社会福祉法人
取手市社会福祉
協議会

社会福祉法人 取
手市社会福祉協議
会

取手市寺田5139
番地

居宅介護
支援事業,
訪問介護,
訪問入浴
介護

(事業所の所在
地) 取手市寺田
5144番地３

0871700019 平成16年１月１日 変更

名 称 所 在 地 指定年月日

医療法人道守会会田記念リハビリテーショ
ン病院 守谷市同地360番地 平成16年１月15日

茨城保健生活協同組合城南病院附属クリニ
ック 水戸市城南３丁目15－８ 平成16年３月11日

ノース薬局 那珂郡東海村白方1707－83 平成16年３月15日

名 称 所 在 地 辞退年月日

医療法人道守会会田記念病院 守谷市同地360番地 平成16年１月14日



３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

なお, 意見書は, 本日から１月間茨城県商工労働部中小企業課及び県北地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 大規模小売店舗の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ケーズデンキ本店

水戸市元吉田町字上千束1944番地12 外� 届出の概要

ア 届出の種類及び届出の公告日

変更の届出 (附属第５条第１項)

平成16年１月13日

イ 変更しようとする事項� 大規模小売店舗において小売業を行う者の閉店時刻

(変更前) 午後９時

(変更後) 午後11時� 来客が駐車場を利用することができる時間帯

(変更前) 午前９時30分～午後９時30分

(変更後) 午前９時30分～午後11時30分

ウ 届出年月日

平成15年12月18日

２ 市町村の意見

茨城県告示第538号

茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程 (昭和52年茨城県告示第405号) の一部を次のように改正する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

別表２中 ｢1.4％｣ を ｢1.6％｣ に改める｡

付 則

１ この告示は, 公布の日から施行する｡

２ この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は, 平成16年３月18日以後になされた

貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し, 同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給に

ついては, なお従前の例による｡
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市 町 村 名 意 見 の 概 要 理 由

水戸市 駐車場一部区域の夜間スピード制限につい

ては, 当分の間, 実施励行の状況を把握し,

必要であれば追加の措置を講じること｡

当該店舗駐車場に近接した住宅が存在する

ため｡



茨城県告示第539号

平成９年３月31日茨城県告示第392号で公表した茨城県林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に

関する事項についての基本構想を次のように変更したので, 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関

する暫定措置法 (昭和54年法律第51号) 第２条の２第４項の規定に基づき, 公表する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本構想

第１ 林業経営基盤の強化に関する目標

本県の森林面積は, 19万１千ha, 県土の31.3％を占め, その75.9％に当たる14万５千haが民有林である｡

森林は, 県北部の山地の森林と県中央部から南西部の平地林に大別され, 阿武隈山系八溝山地に属する北部山地の

森林地帯は, 林木の生育条件に恵まれ八溝林業地などとして古くから林業生産の盛んな地域である｡ 中央部から南西

部にかけて広く分布する平地林は, 都市化の進展とともに木材生産よりも生活環境保全林としての期待が高まりをみ

せてきている｡ 民有林の資源構成は, スギを主体とする人工林が55％に達し, そのうち36年生以上の林分が56％を占

めるなど, 全県的にも人工林化と資源の成熟度が進んでいる｡

しかし, 11年生から35年生までの間伐を必要とする森林が35％を占めており, 間伐の実施は進まない状況にある｡

公道をあわせた林内路網密度は21.0ｍ／haと生産基盤の整備は進展してきているが, 間伐の促進等森林資源の管理の

適正化や今後大幅な増加が見込まれる伐採可能林分での積極的な生産活動の展開を図るには, なお一層の路網整備な

どの基盤整備を必要としている｡

一方, 近年の外材輸入の増加等の影響による木材価格の低迷, 造林費の増嵩等による林業収益性の低下, 林業従事

者の減少, 高齢化の進行等林業を取り巻く経営環境の悪化は, 本県においても例外ではない｡ すなわち, 本県の林業

経営体についてみると, 林家をはじめとする林業経営体は５万２千戸を数えるが, その約93％は森林保有規模５ha

未満の林業経営体である｡ このような零細な保有構造のもとでは, 育林生産活動も分散・間断的にならざるを得ない

ものであるが, 中山間地帯の農林業を取り巻く経営環境の悪化とともに, 林業従事者の減少・高齢化など経営体とし

ての空洞化が進展してきており, その生産活動も停滞傾向を示すとともに, 不在村者所有森林も13.3％と増加傾向に

あり, 計画的な林業経営の維持並びに森林の有する多面的機能の発揮や木材の供給及び利用を確保することに支障を

きたすことが懸念されている｡

このような状況を打開するには, 茨城県森林・林業振興ビジョンに沿った林業・林産業関係者の一体的な流域林業

形成を基本とした取組が必要であり, 川上においては計画的, 安定的に材の生産供給を図り得る林業経営体及び林業

事業体の育成が不可欠である｡

このため, 林家等の林業経営体については, 相当規模の森林を所有し, 又は一部施業や経営を受託することにより,

継続的な林業生産活動を行い, 主たる従事者の生涯所得が基本的には地域における他産業従事者とそん色のない水準

の年間林業所得 (１林家当たり800万円程度) を確保できる (林家が法人化した会社にあっては, 相当規模の森林を

所有し, 又は一部施業や経営を受託することにより, 継続的な林業生産活動を行い, これに必要な経費を支出した上

で利益の確保できる) 林業経営とするように努めることとする｡

また, 林業事業体については, 森林所有者から施業や経営を受託すること等により相当規模の事業を確保し, 生産

性の高い林業生産活動を行い, 年間林業粗利益が1,000万円程度を確保できる林業経営とするように努めることとす

る｡

なお, 財団法人茨城県農林振興公社と一体的に, かつ県有林等については, 計画的, 安定的な事業計画及び経営方

針の明確化により, 効率的な事業の推進に努めることとする｡

茨 城 県 報 第 1557 号 平成16年４月５日 (月曜日) 9



第２ 林業経営の規模, 生産方式等に関する林業経営の類型ごとの指標

１ 林業経営の指標の考え方

本県には, 八溝多賀, 水戸那珂, 霞�浦の３流域がある｡ このうち, 八溝多賀流域は, 大子町, 里美村など古
くから人工林化が進み, 八溝材として知られる優良なスギ, ヒノキ材を産出する本県の代表的な林業地でもある｡

この八溝多賀流域においては, ｢いばらき八溝材・いばらき材｣ の銘柄化の担い手となるべき林業経営体及び林

業事業体を育成し, その経営基盤の強化のため, 林業経営体については, 相当規模の所有森林の確保又は施業や

経営の受託, 施業の合理化, 経営の複合化等を推進することが必要で, 林業事業体については, 積極的な施業や

経営の受託, 施業の合理化等により相当規模の事業の確保を推進することが必要である｡

水戸那珂, 霞�浦流域においては, 笠間市, 八郷町など筑波山系の山地地帯では優良な造林地を有することか
ら, ｢いばらき材｣ の産地化を推進する林業経営体及び林業事業体の育成に努めることが必要である｡

また, この流域では平地林が広く分布しているが, その中央部に水戸市, つくば市, 土浦市などの消費地を控

え, 古くから平地林を利用したしいたけを主体とするきのこ類の生産が盛んなことから, 特用林産物を中心とし

た複合経営体の育成を進めることが望まれる｡ このため, 本県の流域林業の担い手たる林業経営体の望ましい姿

を具体的な ｢指標｣ として示し, 経営体育成の目安とすることとする｡

２ 林業経営の類型ごとの指標

国の基本方針に示された育成すべき林業経営体及び林業事業体の基本的考え方を踏まえつつ, 本県における林

業経営体及び林業事業体の規模や態様を勘案し, かつ, それぞれの地域特性に配慮した上で, 林業経営に意欲と

能力を有する林業経営体及び林業事業体の目指すべき目標を林業経営の類型ごとの指標として示す｡

この場合, 提示された経営指標は, 一定の条件下での標準的な経営目標を示したものであり, 各地域の実情,

経営体等の形態に応じて, 様々な組合せ, 規模の程度があり得るものである｡

３ ２を実現するためにとるべき措置� 経営方針の明確化

八溝多賀, 水戸那珂, 霞�浦の３流域は, 伝統的な柱材生産技術をより高度化するとともに, 間伐の適切な
実施と間伐材の利用促進を図る｡

また, 本県は首都圏の消費地を控えていることもあり, 生しいたけなど特用林産物の生産が盛んである｡ 林

業経営体については, 各流域の山間部から平野部にかけて特用林産物の生産を積極的に進めることとし, 経営

の複合化を進める｡

さらに, 林道網を整備するとともに, 林業経営体による積極的な作業道の開設について, 林業改良指導員等

による普及啓蒙, 各種補助事業の積極的導入を図る｡

林業事業体については, 経営基盤を強化するため組織・経営の合理化及び事業規模の拡大等の体制整備を進

める｡

さらに, 森林地域を中心として, 高性能林業機械の効率的利用や公益的機能を重視した森林整備のための路

網の整備を推進する｡� 林業経営基盤の強化

ア 林業経営体� 経営規模の拡大

ａ 森林の取得

本県私有林の不在村者の保有森林率は, 水戸那珂流域の16％, 霞�浦流域15％, 八溝多賀流域12％と
全国平均に比して低い水準にあるが, 今後についてはその増加と森林管理の粗放化が危ぐされる現状に

ある｡ このため, 各流域において森林組合が中心になった取組を県としても支援することとし, 意欲的
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な林業経営体への林地の流動化を進める｡

ｂ 森林施業等の受託

各流域において, 近隣の不在村林家や個別林家などの森林管理及び施業受託を実施する意欲的な林業

経営体の育成に努める｡� 生産方式の合理化

ａ 生産性の向上

高性能林業機械に対応できる林道・作業道の開設及び高性能林業機械の導入・定着を推進する｡

ｂ 長伐期施業等の推進

高萩市をはじめとする流域森林総合整備地域を中心に, 林業経営体の収入確保に資するため, 伐期の

長期化による施業等を推進する｡

特に, 間伐の際の選木, 伐採率, 伐倒方法の普及について先進的な経営体の技術の普及に努めるとと

もに, 収入の減少を補てんするため特用林産物の生産を奨励する｡� 林業経営の複合化

北茨城市をはじめとする特用林産物振興地域を中心に, しいたけを主体とする特用林産物生産による収

入確保を進めることとし, 地域の林業経営体と中心とする協業体を育成する｡ この場合, ｢林業技術セン

ター｣ の研究成果の提供, 技術指導に努める｡

大子町をはじめとする奥久慈地域, 八郷町をはじめとする筑波山麓流域を中心に, 森林浴活動や山菜採

取等森林レクリエーション的利用を進めることとし, 県は観光協会等と共同して森林内指導者の養成等に

より林業経営体の取組を支援する｡� 経営管理の合理化

林業経営に係る収支を明確化するため, 複式簿記の記帳や青色申告の実施を促進する｡

イ 林業事業体� 経営規模の拡大

林業労働力確保支援センターを中心とした指導・相談・広報活動等により, 林業事業体の育成強化や一

人親方の共同化を推進する｡

森林組合の経営基盤の強化を図るため, 広域合併や施業の受託, 休眠組合の解散等により事業規模の拡

大を推進する｡� 生産方式の合理化

林業事業体の体質強化, 施業箇所の団地的まとまりをもった事業の安定確保, 就業の安定化, 森林施業

の機械化等による就労条件の改善及び林道・作業道の路網の整備を進めるとともに, 地形等に適応した高

性能林業機械作業システムを推進する｡

また, 林業労働力確保支援センターを中心とした, 各種研修の実施及び指導・相談・インターネットの

活用により幅広い林業従事者の確保・育成を推進する｡� 経営管理の合理化

林業経営に係る収支を明確化するため, 林業部門と他の部門との会計処理の分離を促進する｡

森林所有者からの施業や経営の受託等を継続的に実施するため, 受託等を計画的に実施し, 年間を通じ

た事業量の平準化を促進する｡

八溝多賀流域においては, 森林組合及び素材生産事業体が第三セクター株式会社いばらき森林サービス

が保有する高性能林業機械を活用した効率的な施業を推進する｡

水戸那珂流域においては, 笠間西茨城, 城北広域森林組合が主体となって, 不在村林家などとの森林施
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業実施協定の締結を促進し, 間伐を必要とする林分の間伐の促進等により森林の整備を推進する｡

霞�浦流域においては, 八郷町森林組合を中心とした広域合併を推進し, 山地の森林の間伐の促進など
林業生産基盤の整備を図るとともに, 平地林の生活環境保全機能の高度化のための森林整備を推進する｡

第３ 木材の生産及び流通の合理化に関する目標

１ 木材の生産及び流通の合理化についての考え方

充実しつつある本県の森林資源を活かした木材の供給体制を確立し, 本県における ｢国産材時代｣ を実現する

ため, 木材の生産及び流通を担う事業体の経営改善を進めるとともに, 事業者間の連携の強化による事業規模の

拡大等木材の生産及び流通部門の構造改善を推進する｡

これらのことによって, 生産量の増大と収益の改善を図り, 立木価格の上昇という形で山元の林業経営体に還

元していくことが重要である｡

さらに, 森林の諸機能が総合的にみて最大限発揮されるよう, 八溝多賀流域, 水戸那珂流域, 霞�浦流域ごと
に森林整備水準の向上を図り, それぞれの流域ごとに流通加工拠点を整備し, 流域管理システムによる県産材産

地の形成を推進する等, 造林から木材の生産及び流域に至る各段階の合理化を一体的に推進する｡

２ 事業の経営改善に関する措置についての具体的な事項� 生産工程の改善

ア 素材生産業においては, 大子町, 里美村をはじめとする県北地域で素材生産可能量が飛躍的に増大するこ

とが見込まれることから, 素材生産コストの低減を図るため, 奥久慈グリーンライン林道整備事業等による

路網整備と高性能林業機械の導入による生産性の向上に努める｡

笠間地域, 八郷地域においては, 地形, 樹種, 事業量等作業条件に適合した機械設備の配置の合理化及び

伐採, 集運材等の作業に合わせた労務配置の適正化を図るとともに, 森林所有者の伐採活動を促進するため,

伐採単位の拡大等による生産の効率化を促進する等生産行程の改善に努める｡

イ 木材製造業においては, コストの低減及び製品の高付加価値化を図るため, 樹材種, 径級等に応じた高性

能加工機械の導入, 機会の合理的な組合せの推進, 工場生産ラインの専門化等による生産行程の改善を促進

する｡� 経営管理の合理化

ア 素材生産業においては, 県北, 県央地域においては木材の需要動向, 樹材種別の利用状況等を踏まえつつ

伐採時期及び伐採方法について適切な選択を行い, 計画的な購入・販売に努める｡ 県南, 県西地域において

は, 素材の計画的な生産を図るため, 森林組合を中心に施業の集団化, 共同化を促進する｡

イ 木材製造業においては, 県北, 県央地域を中心に需要動向に即した製品の安定的かつ効率的な供給を図る

ため, 素材及び製品の適切な在庫管理, 素材の共同購入, 製品の共同販売等によるコストの低減を促進し,

経営管理の合理化を促進する｡

ウ 木材市場その他木材の卸売業においては, 集出荷施設の改善によるコストの縮減, 品揃えの強化等により

需要動向に応じた供給を促進するとともに, 情報機器の導入・活用等による適切な顧客管理及び在庫管理を

促進することにより, 経営管理の合理化を促進する｡� その他の事業の経営改善に関する事項

ア 県北部の大子町を中心とした ｢いばらき八溝材｣, 県央部の笠間市を中心とした ｢いばらき材｣ のブラン

ド化を進めるため, 製品の規格化, 木材製品の販路の確保及び拡大並びに流通の効率化を促進する｡

イ 間伐材, 端材等未利用木質資源の有効利用を図るため, 県北, 県央地域において素材生産業, 木材加工業

等の連携を強化しつつ, 小径材, 製材残材等を活用した新製品の重要開拓に努める｡
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ウ 木材市場においては, 県北, 県央部において今後増大が見込まれる一般材供給に対応して, 大ロット仕訳

や在庫管理が円滑に実施できるよう土場面積の拡大などの体制整備を進める｡ また, 立地条件の変化等, 木

材市場の配置が不適切になっている地域では, 移転・統合等を図るとともに新たに設立する等配置の適正化

に努める｡

３ 木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置についての具体的な事項� 事業の協業化

木材の生産・加工・流通の各部門を担う事業体の経営基盤の強化を図るため, 県北地域を中心に異業種を含

めた協業化を進め, 生産性の高い設備への転換を促進する｡� 安定的な取引関係の確立による事業規模の拡大

ア 素材生産業においては, 高性能林業機械の有効利用と定着化を図るため, 事業体へのレンタル, オペレー

ター養成, 高度な技能者集団による伐採搬出作業等を行う ｢株式会社いばらき森林サービス｣ の拡充を図る｡

イ 原木を扱う木材市場のうち, 県北, 県央地域においては, 一般材, 間伐小径材の取扱量の増大が予想され

るため, 素材生産業者等との安定的な取引関係を確立し, 安定的な集荷量の確保を図るとともに, 物流の簡

素化, ロットの拡大等を通じて市場機能の一層の合理化に努める｡

ウ 木材製造業においては, 県北地域を中心に製材業者が森林所有者と連携した上で, 素材生産業者, 原木を

扱う木材市場を通じて安定的な取引関係を確立し, 素材の安定的な確保を図るとともに, 高品質な製品の供

給に努める｡

二次加工部門においては, 県央地域の消費地を中心に消費者ニーズの的確な把握とともに, 木材情報ネッ

トワークの整備を通じて安定的な販路の確保を図ることにより, 事業規模の拡大を推進する｡

エ 製品を扱う木材市場及び木材卸売業においては, 木材製造業者等との安定的な取引関係を確立し, 安定的

な集荷量の確保を図るとともに, 県内及び首都圏への出荷増大を目標に規格・品質の均一化, プレカット化,

高次加工の促進, 工場から施工現場への直送等需要者のニーズに即応できる体制の整備に努める｡� その他の木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する事項

木材製造業, 製品を扱う木材市場及び木材卸売業においては, 関連事業者との連携を強化し, ｢茨城県木材

需要拡大協議会｣ の活動を活発化するとともに, ｢茨城県木材利用促進基本方針｣ に沿って, 消費者ニーズに

対応した製品加工や新製品の開発・流通等を推進する｡

また, 地域材のブランド化, 木材・木造住宅のＰＲ等を通じて木材利用を推進する｡

４ 主産地の育成

県北地域においては, 県産材の主産地化を推進するため, 県産材製材工場の大型化, 専門工場化, 工場の再編・

整備を進め, 製材品の低コスト化, 高品質化, 安定供給を進める｡

県央・県南西地域においては, 消費者ニーズに応じたプレカット化, 集成材, 新商品の開発等高次加工施設を

備えた木材加工品供給拠点づくりを促進する｡

茨城県告示第540号

平成16年３月11日付けで, 北浦土地改良区から申請があった定款変更を, 土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第

30条第２項の規定により平成16年３月26日認可した｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌
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茨城県告示第541号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成16年４月５日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 下檜沢上小瀬線

３ 道路の区域

茨 城 県 報 第 1557 号 平成16年４月５日 (月曜日)14

区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

那珂郡美和村大字下桧沢字森ノ後
4037番２地先から 旧

最大 28.5
507

那珂郡美和村大字氷之沢字大関沢
311番１地先まで

最小 3.5

新
最大 109.0

491 現 道 拡 幅
最小 14.5

メートル メートル

那珂郡美和村大字氷之沢字大関沢
311番１地先から 旧 (Ａ)

最大 11.5
322

那珂郡美和村大字氷之沢字上石宇
3128番１地先まで

最小 4.0

新

(Ａ)
最大 11.5

322
最小 4.0

(Ｂ)
最大 28.5

360 バイパス新設
最小 11.5

メートル メートル

那珂郡美和村大字氷之沢字上石宇
3128番１地先から 旧

最大 9.5
349

那珂郡美和村大字氷之沢字西ノ内道下
49番２地先まで

最小 3.5

新
最大 35.0

339 現 道 拡 幅
最小 16.0

メートル メートル

那珂郡美和村大字氷之沢字西ノ内道下
49番２地先から 旧 (Ａ)

最大 7.5
844

那珂郡緒川村大字上小瀬字豆入平下
2670番６地先まで

最小 3.5

新

(Ａ)
最大 7.5

844
最小 3.5

(Ｂ)
最大 51.0

686 バイパス新設
最小 11.5

メートル メートル

那珂郡緒川村大字上小瀬字豆入平下
2670番６地先から 旧

最大 7.0
158

那珂郡緒川村大字上小瀬字高館
2667番地先まで

最小 5.0

新
最大 65.5

130 現 道 拡 幅
最小 45.0



茨城県告示第542号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成16年４月５日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 一般国道

２ 路 線 名 245号

３ 道路の区域
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区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

那珂郡緒川村大字上小瀬字高館
2667番地先から 旧 (Ａ)

最大 14.5
395

那珂郡緒川村大字上小瀬字小平
2616番５地先まで

最小 4.0

新

(Ａ)
最大 14.5

395
最小 4.0

(Ｂ)
最大 51.5

238 バイパス新設
最小 14.5

メートル メートル

那珂郡緒川村大字上小瀬字小平
2616番５地先から 旧

最大 9.0
470

那珂郡緒川村大字上小瀬字塙
2538番１地先まで

最小 4.0

新
最大 49.5

452 現 道 拡 幅
最小 16.0

区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

ひたちなか市田中後7635番地先から
旧

最大 48.0
2,720

ひたちなか市部田野字中西原
1666番１地先まで

最小 18.5

新
最大 62.6

2,720 現 道 拡 幅
最小 25.0

メートル メートル

ひたちなか市大字馬渡字西並木下
1146番１地先から 旧

最大 22.0
600

ひたちなか市大字馬渡字西下宿南
1217番１地先まで

最小 20.0

新
最大 34.0

600 現 道 拡 幅
最小 25.0

メートル メートル

那珂郡東海村大字照沼字原
230番４地先から 旧

最大 22.5
1,772

那珂郡東海村大字村松字東川根
3370番４地先まで

最小 14.0

新
最大 42.0

1,772 現 道 拡 幅
最小 22.0



茨城県告示第543号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成16年４月５日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 一般国道

２ 路 線 名 125号

３ 道路の区域

茨城県告示第544号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成16年４月５日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 一般国道

２ 路 線 名 354号

３ 道路の区域

茨城県告示第545号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成16年４月５日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 常陸太田烏山線

３ 道路の区域

茨 城 県 報 第 1557 号 平成16年４月５日 (月曜日)16

区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

つくば市田中字登り内1163番５地先から
旧

最大 11.5
220

つくば市田中字登り内1126番１地先まで 最小 10.0

新
最大 19.5

220 交差点改良
最小 10.0

区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

新治郡霞�浦町大字戸崎
2672番１地先から 旧

最大 14.9
1,342

土浦市大字菅谷町字前原
1071番１地先まで

最小 6.8

新
最大 16.0

1,342 現 道 拡 幅
最小 12.0



茨城県告示第546号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成16年４月５日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 一般国道 354号

２ 供用開始の区間 新治郡霞�浦町大字戸崎2672番１地先から
土浦市大字菅谷町字前原1071番１地先まで

３ 供用開始の期日 平成16年４月５日

茨城県告示第547号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成16年４月５日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 一般国道 245号

２ 供用開始の区間 ひたちなか市大字馬渡字西並木下1146番１地先から

ひたちなか市大字馬渡字西下宿南1217番１地先まで

那珂郡東海村大字照沼字原230番４地先から

那珂郡東海村大字村松字東川根3370番４地先まで
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区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

那珂郡美和村大字下桧沢字森ノ後
４番２地先から 旧

最大 16.5
733

那珂郡美和村大字下桧沢字高松
3767番地先まで

最小 4.0

新
最大 58.0

726 現 道 拡 幅
最小 13.5

メートル メートル

那珂郡美和村大字下桧沢字高松
3767番地先から 旧 (Ａ)

最大 8.0
899

那珂郡美和村大字下桧沢字勢至塚
3593番１地先まで

最小 3.5

新

(Ａ)
最大 8.0

899
最小 3.5

(Ｂ)
最大 40.5

724 バイパス新設
最小 12.0

メートル メートル

那珂郡美和村大字下桧沢字勢至塚
3593番１地先から 旧

最大 14.0
149

那珂郡美和村大字下桧沢字勢至塚
3605番１地先まで

最小 5.5

新
最大 41.5

137 現 道 拡 幅
最小 13.5



３ 供用開始の期日 平成16年４月５日

茨城県告示第548号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第21条第２項の規定において準用する同法第18条第１項の規定により水戸・

勝田都市計画道路を変更したので, 同法第20条第１項の規定により告示し, 同条第２項の規定により, 当該都市計画

の図書を次の場所において縦覧に供する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 都市計画の種類

道路 (３・４・190号 赤塚松が丘線)

２ 都市計画を定める土地の区域

追加する部分

水戸市赤塚１丁目, 東赤塚, 石川２丁目, 石川３丁目, 西原２丁目, 松が丘１丁目及び松が丘２丁目の各一部

３ 縦覧場所

茨城県土木部都市局都市計画課

茨城県告示第549号

土地区画整理法 (昭和29年法律第119号) 第39条第１項の規定に基づき, 日立市折笠土地区画整理組合の事業計画

の変更については, 次のとおり認可したので同条第４項の規定より告示する

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 事業計画を変更する組合

組 合 の 名 称 日立市折笠土地区画整理組合

事務所の所在地 日立市助川町１丁目１番１号 日立市役所内

事 業 施 行 期 間 自 平成５年３月４日

至 平成18年３月31日

施 行 地 区 日立市折笠町字七長田, 字赤坂, 字遠下, 字大作, 字天神前, 字高野内, 字上新籏の各一

部

日立市川尻町字山神下, 字天神谷の各一部

設立認可の年月日 昭和63年５月19日

２ 変更認可の年月日 平成16年４月５日

茨城県告示第550号

北浦町長から平成16年２月６日付け建第35号で協議のあった植上ゲ地区土地改良事業計画の変更については, 土地

改良法 (昭和24年法律第195号) 第96条の３第５項の規定において準用する同法第48条第９項の規定により準用する

同法第８条第１項の規定により平成16年３月19日適当と決定した｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成16年４月５日

茨城県鉾田土地改良事務所長 萩 島 利 孝

１ 縦覧に供する書類

茨 城 県 報 第 1557 号 平成16年４月５日 (月曜日)18



植上ゲ地区土地改良事業変更計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成16年４月７日から

平成16年５月10日まで

３ 縦覧の場所

北浦町役場

茨城県告示第551号

麻生町長から平成16年２月23日付け麻建発第828号で協議のあった井貝地区土地改良事業については, 土地改良法

(昭和24年法律第195号) 第96条の２第５項において準用する同法第８条第１項の規定により平成16年３月19日適当と

決定した｡

なお, 関係書類は次のとおり縦覧に供する｡

平成16年４月５日

茨城県鉾田土地改良事務所長 萩 島 利 孝

１ 縦覧に供する書類

井貝地区土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成16年４月７日から

平成16年５月10日まで

３ 縦覧の場所

麻生町役場

茨城県告示第552号

茨城県常陸太田市山下町1252番地７に事務所を置く里川堰土地改良区から, 次のとおり役員が就任した旨, 土地改

良法 (昭和24年法律第195号) 第18条第16項の規定により届出があったので, 同条第17項の規定により公告する｡

平成16年４月５日

茨城県常陸太田土地改良事務所長 庄 司 昭 也

就 任

茨城県告示第553号

筑波郡谷和原村大字�戸878番地に事務所を置く清算法人楢戸土地改良区から次のとおり清算人が退任した旨, 土
地改良法 (昭和24年法律第195号) 第68条第２項において準用する同法第18条第16項の規定により届出があったので,

同条第17項の規定により公告する｡

平成16年４月５日

茨城県土浦土地改良事務所長 由 田 展 也
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職 名 氏 名 住 所

理 事 住 谷 和 一 日立市神田町270番地の２



退 任

公 告

●○特定非営利活動法人の設立の認証申請に関する公告

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき, 特定非営利活動法人の設立の認証申

請について, 次のとおり申請があったので, 同条第２項の規定により公告する｡

なお, 当該申請に係る同条第１項第１号, 第２号イ, 第５号, 第10号及び第11号に掲げる書類は, 平成16年５月24

日まで, 茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室 (水戸市三の丸１丁目５番38号 茨城県三の丸庁舎) において

公衆の縦覧に供する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 申請のあった年月日

平成16年３月23日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 水屋安全な水を考える会

３ 代表者の氏名

川 手 恒 義

４ 主たる事務所の所在地

茨城県つくば市二の宮２丁目１番７ ＴＭビル

５ 定款に記載された目的
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氏 名 住 所

酒 井 恒 男 筑波郡谷和原村大字東�戸878番地
豊 島 安 一 〃 〃 大字西�戸873番地
福 田 清 〃 〃 大字西丸山48番地の１

福 田 榮太郎 〃 〃 大字下長沼237番地

豊 島 征 治 〃 〃 大字西�戸420番地
福 田 良 教 〃 〃 大字西�戸393番地
福 田 勝 吉 〃 〃 大字西�戸1098番地
岡 本 明 〃 〃 大字東�戸881番地
飯 塚 武 夫 〃 〃 大字東�戸894番地
土 田 誠 治 〃 〃 大字東�戸277番地の１
岡 本 敏 宏 〃 〃 大字東�戸３番地の１
豊 嶋 茂 〃 〃 大字川崎678番地の１

細 田 良 政 〃 〃 大字田611番地

吉 田 武 雄 〃 伊奈町大字小張3238番地

大 山 茂 夫 〃 〃 大字小張2847番地

中 村 安 宏 〃 〃 大字新戸768番地



この法人は原則として茨城県在住者に対して, 水と農業についての新ビジネスコンサルタントに関する事業を行

い, 就労技術の開発・新規事業設立に関するノウハウを提供し, 職業能力の向上や経済活動の活性化に寄与するこ

とを目的とする｡

１ 申請のあった年月日

平成16年３月23日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 インターナショナル サポート つくば

３ 代表者の氏名

橋 本 俊 美

４ 主たる事務所の所在地

茨城県つくば市天久保１丁目６番11号

５ 定款に記載された目的

この法人は, 世界の人々に対して, 外国語教育・技能教育及び生活基盤向上のための生活物資援助並びに伝統的

文化の支援に関する事業を行い, また, 同様の活動をする団体のパートナーシップを促進・支援し, 世界の人々と

日本国間の国際協力と社会経済の発展に寄与することを目的とする｡

●○県営土地改良事業計画

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第87条第１項の規定に基づき, 県営久賀地区土地改良事業につき計画を定め

た｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 縦覧に供する書類

県営久賀地区土地改良事業 (湛水防除) 計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成16年４月６日から平成16年５月７日まで

３ 縦覧の場所

土浦土地改良事務所

●○県営土地改良事業計画の変更

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第87条の３第１項の規定に基づき, 県営岡郷地区土地改良事業 (土地改良総

合整備事業・農業用用排水施設) につき計画を変更した｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 縦覧に供する書類

変更後の県営岡郷地区土地改良事業 (土地改良総合整備事業・農業用用排水施設) 計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成16年４月６日から平成16年５月７日まで
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３ 縦覧の場所

境土地改良事務所

●○県営土地改良事業計画の変更

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第87条の３第１項の規定に基づき, 県営岡郷地区土地改良事業 (土地改良総

合整備事業・農道整備) につき計画を変更した｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 縦覧に供する書類

変更後の県営岡郷地区土地改良事業 (土地改良総合整備事業・農道整備) 計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成16年４月６日から平成16年５月７日まで

３ 縦覧の場所

境土地改良事務所

●○県営土地改良事業計画の変更

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第87条の３第１項の規定に基づき, 県営岡郷地区土地改良事業 (土地改良総

合整備事業・暗渠排水) につき計画を変更した｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 縦覧に供する書類

変更後の県営岡郷地区土地改良事業 (土地改良総合整備事業・暗渠排水) 計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成16年４月６日から平成16年５月７日まで

３ 縦覧の場所

境土地改良事務所

●○県営土地改良事業計画の変更

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第87条の３第１項の規定に基づき, 県営五霞地区土地改良事業 (土地改良総

合整備事業・農業用用排水施設) につき計画を変更した｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 縦覧に供する書類

変更後の県営五霞地区土地改良事業 (土地改良総合整備事業・農業用用排水施設) 計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成16年４月６日から平成16年５月７日まで

３ 縦覧の場所
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境土地改良事務所

●○県営土地改良事業計画の変更

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第87条の３第１項の規定に基づき, 県営五霞地区土地改良事業 (土地改良総

合整備事業・暗渠排水) につき計画を変更した｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 縦覧に供する書類

変更後の県営五霞地区土地改良事業 (土地改良総合整備事業・暗渠排水) 計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成16年４月６日から平成16年５月７日まで

３ 縦覧の場所

境土地改良事務所

●○県営土地改良事業計画の変更

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第87条の３第１項の規定に基づき, 県営坂田地区土地改良事業 (畑地帯総合

整備事業・区画整理) につき計画を変更した｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 縦覧に供する書類

変更後の県営坂田地区土地改良事業 (畑地帯総合整備事業・区画整理) 計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成16年４月６日から平成16年５月７日まで

３ 縦覧の場所

土浦土地改良事務所

●○県営土地改良事業計画の変更

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第87条の３第１項の規定に基づき, 県営坂田地区土地改良事業 (畑地帯総合

整備事業・農道) につき計画を変更した｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 縦覧に供する書類

変更後の県営坂田地区土地改良事業 (畑地帯総合整備事業・農道) 計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成16年４月６日から平成16年５月７日まで

３ 縦覧の場所

土浦土地改良事務所
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●○県営土地改良事業計画の変更

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第87条の３第１項の規定に基づき, 県営坂田地区土地改良事業 (畑地帯総合

整備事業・農業用用排水) につき計画を廃止した｡

なお, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 縦覧に供する書類

県営坂田地区土地改良事業 (畑地帯総合整備事業・農業用用排水) 計画の廃止処理計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成16年４月６日から平成16年５月７日まで

３ 縦覧の場所

土浦土地改良事務所

●○公共測量の終了

測量法 (昭和24年法律第188号) 第５条の規定に基づく公共測量を次のとおり終了した旨通知があったので, 同法

第39条の規定において準用する同法第14条第３項の規定により公示する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 測 量 機 関 日立市

２ 作業の種類 公共測量 (総合現況図作成)

３ 作業終了日 平成16年３月19日

４ 作 業 地 域 日立市高鈴町一丁目地内

●○都市計画の案の作成に係る公聴会の開催の中止

大野都市計画の案の作成については, 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第16条第１項の規定により, 次のとお

り公聴会を開催する旨を平成16年３月22日付け茨城県報第1553号で公告したが, 公述申出書の提出が提出期限である

平成16年３月30日までになかったので, 公聴会の開催を中止する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

日 時 平成16年４月６日 (火)

午後２時から

場 所 鹿嶋市都賀1919－１

大野公民館 ２階 講堂

●○都市計画事業の施行者の名称等

水戸・勝田都市計画道路事業については, 平成16年３月26日付関東地方整備局告示第91号で都市計画法 (昭和43年

法律第100号) 第63条第１項の規定による認可をした旨告示されたので, 同法第66条の規定により次のとおり公告す

る｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌
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１ 都市計画事業の種類及び名称

水戸・勝田都市計画道路事業

３・４・167号 赤塚駅北線

２ 施行者の名称

茨城県

３ 事務所の所在地

水戸市笠原町978番６

茨城県庁

４ 事業地の所在� 収用の部分

変更なし

●○都市計画事業の施行者の名称等

水戸・勝田都市計画道路事業については, 平成16年３月26日付関東地方整備局告示第92号で都市計画法 (昭和43年

法律第100号) 第63条第１項の規定による認可をした旨告示されたので, 同法第66条の規定により次のとおり公告す

る｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 都市計画事業の種類及び名称

水戸・勝田都市計画道路事業

３・４・181号 十万原東西線

２ 施行者の名称

茨城県

３ 事務所の所在地

水戸市笠原町978番６

茨城県庁

４ 事業地の所在� 収用の部分

変更なし

●○都市計画事業の施行者の名称等

水戸・勝田都市計画道路事業については, 平成16年３月26日付関東地方整備局告示第93号で都市計画法 (昭和43年

法律第100号) 第63条第１項の規定による認可をした旨告示されたので, 同法第66条の規定により次のとおり公告す

る｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 都市計画事業の種類及び名称

水戸・勝田都市計画道路事業

３・５・19号 西原町田野線

２ 施行者の名称
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茨城県

３ 事務所の所在地

水戸市笠原町978番６

茨城県庁

４ 事業地の所在� 収用の部分

変更なし

●○都市計画事業の施行者の名称等

水戸・勝田都市計画道路事業については, 平成16年３月26日付関東地方整備局告示第94号で都市計画法 (昭和43年

法律第100号) 第63条第１項の規定による認可をした旨告示されたので, 同法第66条の規定により次のとおり公告す

る｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 都市計画事業の種類及び名称

水戸・勝田都市計画道路事業

３・４・144号 上菅谷・下菅谷線

２ 施行者の名称

茨城県

３ 事務所の所在地

水戸市笠原町978番６

茨城県庁

４ 事業地の所在� 収用の部分

変更なし

●○都市計画事業の施行者の名称等

大宮都市計画道路事業については, 平成16年３月26日付関東地方整備局告示第95号で都市計画法 (昭和43年法律第

100号) 第63条第１項の規定による認可をした旨告示されたので, 同法第66条の規定により次のとおり公告する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 都市計画事業の種類及び名称

大宮都市計画道路事業

３・４・４号 宮中清水線

２ 施行者の名称

茨城県

３ 事務所の所在地

水戸市笠原町978番６

茨城県庁

４ 事業地の所在
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� 収用の部分

変更なし

●○都市計画事業の施行者の名称等

日立都市計画道路事業については, 平成16年３月26日付関東地方整備局告示第96号で都市計画法 (昭和43年法律第

100号) 第63条第１項の規定による認可をした旨告示されたので, 同法第66条の規定により次のとおり公告する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 都市計画事業の種類及び名称

日立都市計画道路事業

３・４・101号 木崎稲木線

３・６・73号 広町真渕下線

３・６・79号 停車場増井線

２ 施行者の名称

茨城県

３ 事務所の所在地

水戸市笠原町978番６

茨城県庁

４ 事業地の所在� 収用の部分

平成９年建設省告示第2129号の事業地に木崎一町字上長堀を加える｡

●○都市計画事業の施行者の名称等

北茨城都市計画道路事業については, 平成16年３月26日付関東地方整備局告示第97号で都市計画法 (昭和43年法律

第100号) 第63条第１項の規定による認可をした旨告示されたので, 同法第66条の規定により次のとおり公告する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 都市計画事業の種類及び名称

北茨城都市計画道路事業

３・４・21号 五浦海岸線

２ 施行者の名称

茨城県

３ 事務所の所在地

水戸市笠原町978番６

茨城県庁

４ 事業地の所在� 収用の部分

変更なし

●○都市計画事業の施行者の名称等
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取手都市計画道路事業については, 平成16年３月26日付関東地方整備局告示第98号で都市計画法 (昭和43年法律第

100号) 第63条第１項の規定による認可をした旨告示されたので, 同法第66条の規定により次のとおり公告する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 都市計画事業の種類及び名称

取手都市計画道路事業

３・４・３号 上新町環状線

２ 施行者の名称

茨城県

３ 事務所の所在地

水戸市笠原町978番６

茨城県庁

４ 事業地の所在� 収用の部分

変更なし

●○都市計画事業の施行者の名称等

取手都市計画道路事業については, 平成16年３月26日付関東地方整備局告示第99号で都市計画法 (昭和43年法律第

100号) 第63条第１項の規定による認可をした旨告示されたので, 同法第66条の規定により次のとおり公告する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 都市計画事業の種類及び名称

取手都市計画道路事業

３・４・３号 上新町環状線

２ 施行者の名称

茨城県

３ 事務所の所在地

水戸市笠原町978番６

茨城県庁

４ 事業地の所在� 収用の部分

変更なし

●○都市計画事業の施行者の名称等

竜�崎・牛久都市計画道路事業については, 平成16年３月26日付関東地方整備局告示第100号で都市計画法 (昭和

43年法律第100号) 第63条第１項の規定による認可をした旨告示されたので, 同法第66条の規定により次のとおり公

告する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌
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１ 都市計画事業の種類及び名称

竜�崎・牛久都市計画道路事業
３・５・６号 昭和通り線

２ 施行者の名称

茨城県

３ 事務所の所在地

水戸市笠原町978番６

茨城県庁

４ 事業地の所在� 収用の部分

変更なし

●○都市計画事業の施行者の名称等

竜�崎・牛久都市計画道路事業については, 平成16年３月26日付関東地方整備局告示第101号で都市計画法 (昭和

43年法律第100号) 第63条第１項の規定による認可をした旨告示されたので, 同法第66条の規定により次のとおり公

告する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 都市計画事業の種類及び名称

竜�崎・牛久都市計画道路事業
３・５・８号 姫宮川余郷線

２ 施行者の名称

茨城県

３ 事務所の所在地

水戸市笠原町978番６

茨城県庁

４ 事業地の所在� 収用の部分

変更なし

●○都市計画事業の施行者の名称等

土浦・阿見都市計画道路事業については, 平成16年３月26日付関東地方整備局告示第102号で都市計画法 (昭和43

年法律第100号) 第63条第１項の規定による認可をした旨告示されたので, 同法第66条の規定により次のとおり公告

する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 都市計画事業の種類及び名称

土浦・阿見都市計画道路事業

３・３・11号 荒川沖・木田余線

２ 施行者の名称
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茨城県

３ 事務所の所在地

水戸市笠原町978番６

茨城県庁

４ 事業地の所在� 収用の部分

変更なし

●○都市計画事業の施行者の名称等

土浦・阿見都市計画道路事業については, 平成16年３月26日付関東地方整備局告示第103号で都市計画法 (昭和43

年法律第100号) 第63条第１項の規定による認可をした旨告示されたので, 同法第66条の規定により次のとおり公告

する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 都市計画事業の種類及び名称

土浦・阿見都市計画道路事業

３・２・30号 土浦駅東・学園線

２ 施行者の名称

茨城県

３ 事務所の所在地

水戸市笠原町978番６

茨城県庁

４ 事業地の所在� 収用の部分

変更なし

●○都市計画事業の施行者の名称等

岩井・境都市計画道路事業については, 平成16年３月26日付関東地方整備局告示第104号で都市計画法 (昭和43年

法律第100号) 第63条第１項の規定による認可をした旨告示されたので, 同法第66条の規定により次のとおり公告す

る｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 都市計画事業の種類及び名称

岩井・境都市計画道路事業

３・４・16号 松岡町・上小橋線

２ 施行者の名称

茨城県

３ 事務所の所在地

水戸市笠原町978番６

茨城県庁
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４ 事業地の所在� 収用の部分

変更なし

●○開発行為の工事完了

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第29条第１項の許可に係る開発行為について, 次の区域の工事が完了したの

で, 同法第36条第３項の規定により公告する｡

平成16年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

東茨城郡茨城町大字長岡字新田3482番１, 同番２, 3491番１, 同番２, 同番３, 同番４, 3498番13, 同番14,

3502番１, 同番２, 3504番３, 3505番３, 字中丸原3481番516

２ 事業主の住所及び氏名

福島県河沼郡河東町大字南高野字高塚山34番地

株式会社ダイエー

代表取締役 金 井 忠 義

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

常陸太田市幡町字下台871番の一部, 872番の一部, 字後台953番１の一部, 959番２の一部, 960番２の一部, 965

番の一部, 字幡山649番７の一部

２ 事業主の住所及び氏名

常陸太田市金井町3690番地

常陸太田市長 渡 辺 龍 一

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

稲敷郡阿見町大字竹来字東前1262番５

２ 事業主の住所及び氏名

つくば市竹園１－15－１ 817棟 201号

吉 田 圭 寿

●○軽油引取税に係る免税証の無効

次の軽油引取税免税証は, 平成16年１月31日以降無効とする｡

平成16年４月５日

茨城県麻生県税事務所長 小 牧 康 彦
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用 途 種 類 記号及び番号 枚数 有 効 期 間 販売業者の所在地及び氏名

平成15年２月26日 潮来市延方乙2780－１

農 業 200リットル Ｈ474590 １枚 ～ 株式会社長島石油

平成16年１月31日 コンフォート潮来



正 誤

平成16年３月29日付け茨城県報第1555号中次のとおり誤りがあったので訂正する｡
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